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第１ 監 査 の 概 要 
 

地方自治法第 199 条第１項、第２項、及び第４項の規定による定期監査を、佐賀県監

査基準（最終改正令和７年 12 月 17 日佐賀県監査委員告示第３号）に準拠し実施し

たが、その状況は次のとおりである。 

 

 

１ 監査実施期間 

 
令和７年 10 月～令和８年２月執行分 

 

 

２ 監査対象機関 

 
知事部局所管の現地機関       ５１機関 

・ 政策部 現地機関          ２機関 

・ 総務部 現地機関          １機関 

・ 地域交流部 現地機関        ５機関 

・ 県民環境部 現地機関        ２機関 

・ 健康福祉部 現地機関       １１機関 

・ 産業労働部 現地機関        ４機関 

・ 農林水産部 現地機関       １９機関 

・ 県土整備部 現地機関        ７機関 

教育委員会所管の教育機関等     ４８機関 

公安委員会所管の警察署       １０機関 

     合   計         １０９機関 

 

 

３ 監査の着眼点 
 

令和７年度の予算執行を中心に、次の事項について重点的に監査を実施した。 

 

(1)  計数は正確であるか 

 

(2)  事務事業は予算議決の趣旨に沿って、経済性、効率性及び有効性の観点から適切に

執行されているか 

 

(3)  経理事務は関係法令等に従い適正に処理されているか 

① 調定漏れ、調定金額の誤りはないか 

② 検査完了後の支出は遅延していないか 

③ 随意契約は適正か 

④ 契約書の内容及び履行確認は適正か 

⑤ 工事の執行管理は適正か 

⑥  財産、備品等の管理は適正に行われているか 

 



 - 2 -

(4)  補助金事務は適正に処理されているか 

 

(5) 財産の盗難、亡失等はないか 

① 亡失・損傷届は提出されているか 

②  亡失・損傷届に損傷年月日、理由及び状況が記載されているか 

 

(6) 事務マネジメントは適正に運用されているか 

 

 

４ 監査委員の交代について 
 

指 山 清 範  令和８年４月 23 日退任 

坂 口 祐 樹   令和８年４月 24 日就任 

 

 

 

 

用語の解説については、34 ページから 42 ページを参照 
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第２ 監 査 の 結 果 
 

１ 監査の結果の概要 

 
監査の結果、各機関における予算の経理、財産の管理など財務に関する事務の執行及

び経営に係る事業の管理は、総括的には、おおむね適正に処理されていると認められた。 

しかしながら、一部において、次に述べるように、指摘事項が認められたので、該当機

関に対し、是正又は改善を要する旨の通知を行った。 

このほか、指導事項についても、該当機関に対し通知を行った。 

今後とも事務の執行等に当たっては、関係法令等を遵守し、適正な執行に努められた

い。 

 

 区分別の指摘事項及び検討事項件数（ただし指導事項は除く。） 
                               （単位：件） 

 
 

重要な指摘事項 … 違法又は不当な事項で、誤りの程度が重大なもの又は著しく妥当性を欠

くもの等、一般に公表することが相当と認められるもの。 

その他指摘事項 … 違法又は不当な事項で、重要な指摘事項には該当しないが、一般に公表す

ることが相当と認められるもの。 

検 討 事 項 … 指摘事項には該当しないが、検討を要する事項で、一般に公表することが

相当と認められるもの。 

指 導 事 項 … 重要な指摘事項及びその他指摘事項以外で、指導することが適当なもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　分 予　算
給与・
旅 費

収　入 支　出 契　約
工事の
執  行

補助金 財　産 その他 計

重 要 な
指摘事項

1 1

そ の 他
指摘事項

4 12 14 2 3 11 2 48

検討事項 1 1

合　計 4 12 14 3 3 12 2 50
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２ 重要な指摘事項 

 

【農林水産部】 

○ 物品の管理で適正でないものがあった。 

（上場営農センター） 

   

内容物の名称等が記載されていない瓶に入った水銀が、処分予定の農薬と同じ場所 

に放置され、毒物及び劇物管理規程に沿った管理がされていなかった。 

また、職員が瓶の中身を確認しないまま、処分しようと農薬散布用タンクに投入し 

た結果、タンク内に水銀が沈殿し、タンクの廃棄や水銀の運搬処分に不要な費用が発 

生した。 

 

損 傷 財 産 乗用管理機付属の散布用タンク 

損 傷 年 月 日 令和７年 10 月 16 日 

損 害 額 674,300 円 

（タンクの取外し工賃：37,400 円、運搬費用：335,500 円、処

分費用：301,400 円※見積額） 

亡失・損傷届提出日 令和７年 12 月 23 日 

 

 

３ その他指摘事項・検討事項 

(1) 予算関係 （指摘等なし） 

 

(2) 給与、旅費関係 （４件） 

① 時間外勤務手当で追給を要するもの 

② 住居手当で返納を要するもの 

③ 扶養手当で返納を要するもの 

④ ホテル等利用確認簿で確認印が押印されていないもの、記載していないもの 

 

(3) 収入関係 （12 件） 

① 領収証書発行番号整理簿を作成していないもの 

② 収入未済があるもの 

③ 申請書を誤って受理し、証紙の消込を行っているもの 

④ 証紙収入報告で誤っているもの（年度を超えるもの） 

⑤ 行政財産使用料の納入期限の設定が適正でないもの 

⑥ 募金箱に募金された現金の収入事務手続きが適正でないもの 

⑦ 職場代表者口座において生じた利息を雑入として受け入れているもの 

 

(4) 支出関係 （14 件） 

① 支出負担行為で遅延しているもの 

② 支出金額を誤っているもの 

③ 支払で遅延しているもの 

④ 支出年度を誤っているもの 

⑤ 前渡資金の精算手続きが遅延しているもの 
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⑥ 緊急用前渡資金の交付で領収書を徴していないもの 

⑦ 支払を二重に行っているもの 

 

(5) 契約関係 （３件） 

① 変更契約書で記載内容を誤っているもの 

② 支出負担行為の決裁が完了しないまま、工事を発注しているもの 

③ 負担金のあり方について検討を要するもの 

 

 (6) 工事の執行関係 （３件） 

① 請負業者から一部下請負に係る申請書の提出を受けていないもの、また、請負業

者に対し、下請負の承諾について通知していないもの 

② 設計図書の照査結果が報告されていないもの 

③ 設計単価決定で、見積書を３社以上から徴収していないもの 

 

(7) 補助金関係 （指摘等なし）  

 

(8) 財産関係 （11 件） 

① 鍵の管理が適正でないもの 

② 財産管理の事務手続きで適正でないもの 

③ 物品の亡失・損傷届を提出していないもの 

④ 備品を亡失しているもの 

⑤ 公用車に損傷を与え、損傷年月日及び損傷者等が不明のままとなっているもの 

⑥ 建物や物品に損害を与えているもの 

 

(9) その他 （２件） 

① 入札保証金から契約保証金への公金振替が遅延しているもの 

② 給付金に係る証明書の発行事務に関し、適正でないもの 

 

 

（注）指摘事項には複数あるものがあり、件数とは必ずしも一致しない。 
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４ 監査対象機関ごとの監査結果 

 

知事部局所管の現地機関 

・政策部 現地機関 

監査対象機関名 首都圏事務所 

監査執行年月日 令和８年１月 20 日 
監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 消防学校 

監査執行年月日 令和８年２月 17 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹  指 山 清 範 

監 査 の 結 果  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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・総務部 現地機関 

監査対象機関名 自治修習所 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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・地域交流部 現地機関 

監査対象機関名 佐賀空港事務所 

監査執行年月日 令和８年１月 20 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  行政財産使用料の納入期限の設定が適正でないものがあっ

た。 

②  支出負担行為で遅延しているものがあった。 

 
監査対象機関名 博物館・美術館 

監査執行年月日 令和７年 12 月 16 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  募金箱に募金された現金の収入事務手続きが適正でないも

のがあった。 

 
監査対象機関名 九州陶磁文化館 

監査執行年月日 令和７年 12 月 10 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  募金箱に募金された現金の収入事務手続きが適正でないも

の、また、職場代表者口座において生じた利息を雑入として受

け入れているものがあった。 

 
監査対象機関名 名護屋城博物館 

監査執行年月日 令和７年 12 月３日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 佐賀城本丸歴史館 

監査執行年月日 令和７年 12 月 17 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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・県民環境部 現地機関 

監査対象機関名 図書館 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 環境センター 

監査執行年月日 令和７年 12 月 12 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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・健康福祉部 現地機関 

監査対象機関名 佐賀中部保健福祉事務所 

監査執行年月日 令和７年 12 月 11 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 

監査対象機関名 鳥栖保健福祉事務所 

監査執行年月日 令和７年 12 月 17 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  高校生等奨学給付金の申請手続きに必要となる「生活保護受

給証明書」を誤った内容で発行し、その結果、他機関で給付金

が過大に支給され、返納を要するものがあった。 
 

監査対象機関名 唐津保健福祉事務所 

監査執行年月日 令和７年 12 月 18 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①   収入未済があった。（生活保護費返還金） 
②  免許証の書換が不要な申請に係る申請書を誤って受理し、証

紙の消込を行っているものがあった。 

 

監査対象機関名 伊万里保健福祉事務所 

監査執行年月日 令和７年 12 月 18 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  収入未済があった。（生活保護費返還金） 
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監査対象機関名 杵藤保健福祉事務所 

監査執行年月日 令和７年 12 月 22 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 収入未済があった。（生活保護費返還金） 

 

監査対象機関名 総合福祉センター 

監査執行年月日 令和８年１月 16 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果  

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  収入未済があるもの、また、未収金に対して組織的な対応が

なされていないものがあった。（児童福祉費負担金） 
②  緊急用前渡資金で他の職員へ交付した際に、交付を受けた者

から領収書を徴していないものがあった。 

 

監査対象機関名 衛生薬業センター 

監査執行年月日 令和７年 12 月 11 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 

監査対象機関名 療育支援センター 

監査執行年月日 令和８年１月 14 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 虹の松原学園 

監査執行年月日 令和７年 12 月 15 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果  

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  令和６年度に支払うべき使用料及び賃借料を、令和７年度予

算で支払っているものがあった。 

 

監査対象機関名 精神保健福祉センター 

監査執行年月日 令和７年 12 月 24 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 

監査対象機関名 食肉衛生検査所 

監査執行年月日 令和７年 12 月 23 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 



 - 14 -

・産業労働部 現地機関 

監査対象機関名 関西・中京事務所 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 窯業技術センター 

監査執行年月日 令和８年１月 27 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 工業技術センター 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 （書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
 
監査対象機関名 産業技術学院 

監査執行年月日 令和８年２月 26 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

① 実習棟及び実習室の鍵の管理が適正でないもの、また、預かり

証を取らずにパソコンの修理を依頼し、長期間預けたまま、亡失・

損傷届を提出しているものがあった。 
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・農林水産部 現地機関 

監査対象機関名 佐賀中部農林事務所 

監査執行年月日 令和８年２月 19 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  支出負担行為の決裁が完了しないまま、工事を発注している

ものがあった。 
②  公用車に損傷を与え、損傷年月日及び損傷者等が不明のまま

となっているものがあった。 
 

監査対象機関名 東部農林事務所（書面による監査） 

監査執行年月日 令和８年２月 16 日 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 変更契約書で記載内容を誤っているものがあった。 

 
監査対象機関名 唐津農林事務所 

監査執行年月日 令和８年２月 24 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 収入未済があった。（水産業使用料ほか） 

 
監査対象機関名 伊万里農林事務所 

監査執行年月日 令和８年２月 13 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 杵藤農林事務所 

監査執行年月日 令和８年２月 24 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 請負業者から一部下請負に係る申請書の提出を受けていない

もの、また、請負業者に対し、下請負の承諾について通知してい

ないものがあった。 

 
監査対象機関名 農業技術防除センター 

監査執行年月日 令和８年１月 21 日 （書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 上場営農センター 

監査執行年月日 令和８年１月 16 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 水銀について、毒物及び劇物管理規程に沿った管理がされてい

ないもの、また、その処分方法が適正でないものがあった。 

 
監査対象機関名 農業試験研究センター 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 農業大学校 

監査執行年月日 令和８年１月 21 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  外部講師への研修依頼に際し、決裁を行わず年間計画に入れ

ないまま口頭のみで依頼した結果、令和６年度に支払うべき金

額を、令和７年度予算で過年度支出しているものがあった。 

②  財産（建物）及び物品（キーボード）に損害を与えたものが

あった。 
 

監査対象機関名 果樹試験場 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 

執 行 者 監査委員  角 貞 樹  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① ホテル等利用確認簿で旅行命令者等による確認印が押印され

ていないもの、記載していないものがあった。 

 
監査対象機関名 茶業試験場 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 畜産試験場 

監査執行年月日 令和８年２月 19 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 領収書綴りの発行に際し、領収証書発行番号整理簿を作成して

いないものがあった。 
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監査対象機関名 中部家畜保健衛生所 

監査執行年月日 令和８年１月 14 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 北部家畜保健衛生所 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 ２ 月 ９ 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 西部家畜保健衛生所 

監査執行年月日 令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 玄海水産振興センター 

監査執行年月日 令和８年２月 13 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 有明水産振興センター 

監査執行年月日 令和８年１月 15 日 （書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 高等水産講習所 

監査執行年月日 令和８年２月 13 日  

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 林業試験場 

監査執行年月日 令和８年２月 17 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 時間外勤務手当で追給を要するものがあった。 
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・県土整備部 現地機関 

監査対象機関名 佐賀土木事務所 

監査執行年月日 令和８年１月 28 日及び 29 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  改質アスファルトの設計単価決定において、見積書を３社以

上から徴収していないものがあった。 

 

監査対象機関名 東部土木事務所 

監査執行年月日 令和８年１月 30 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  支出負担行為伺の財務経営システムへの入力が遅延している

ものがあった。 

 
監査対象機関名 唐津土木事務所 

監査執行年月日 令和８年２月５日及び６日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 財産台帳（土地）について長期間記載していないものがあっ

た。 

 
監査対象機関名 伊万里土木事務所 

監査執行年月日 令和８年１月 28 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
① 収入未済があった。（港湾使用料ほか） 
② 設計図書の照査結果が報告されていないものがあった。 
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監査対象機関名 杵藤土木事務所 

監査執行年月日 令和８年１月 26 日及び 27 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 ダム管理事務所 

監査執行年月日 令和８年１月 22 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 有明海沿岸道路整備事務所 

監査執行年月日 令和８年１月 23 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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・教育委員会所管の教育機関等 

監査対象機関名 東部教育事務所 

監査執行年月日 令和７年 11 月 26 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 西部教育事務所 

監査執行年月日 令和７年 11 月 27 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 教育センター 

監査執行年月日 令和７年 11 月 12 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 致遠館中学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 26 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 彩志学舎中学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 30 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 唐津東中学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月８日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 香楠中学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月２日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 武雄青陵中学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 28 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 佐賀東高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 29 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 佐賀西高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月４日 
監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 佐賀北高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 3 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 致遠館高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 26 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

① 前渡資金の精算で遅延しているものがあった。 
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監査対象機関名 唐津東高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月８日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

① 電気料の支出で遅延しているものがあった。 

 
監査対象機関名 唐津西高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 18 日 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 厳木高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 10 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 鳥栖高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月２日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 伊万里高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 20 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹  

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  物品（パソコン）を亡失し、亡失・損傷届を提出していない

ものがあった。 
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監査対象機関名 武雄高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 1 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  PTA 設置空調借入償還金の支払いが遅延し、延滞金が発生し

たことにより、償還金負担金額が増加しているものがあった。 

 
監査対象機関名 小城高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 17 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 神埼高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 16 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 三養基高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 21 日 
監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 太良高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 20 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 高志館高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 17 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 佐賀農業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 26 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 佐賀工業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 27 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  財産台帳（建物）について長期間記載していないものがあっ

た。 
②  備品で亡失しているもの（バスケット台 2 台）があった。 
③  入札保証金から契約保証金への公金振替が遅延しているもの

があった。 

 
監査対象機関名 唐津工業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 18 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 鳥栖工業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 28 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①   備品管理システムに重要物品と一般備品で重複登録されて

いるもの、また、返納、不用及び棄却の決定を行わずに処分し

ているもの、さらに、処分済みの備品で登録されたままとなっ

ているものがあった。 

②  支出負担行為で遅延しているものがあった。 
 
監査対象機関名 有田工業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 30 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  備品の処分で、不用及び棄却の決定をしないまま棄却処分し

ているもの、また、備品出納・管理簿に記載されていた備品で、

亡失しているものがあった。 

 
監査対象機関名 佐賀商業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 28 日 
監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 唐津商業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 27 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 鳥栖商業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 12 月 11 日 
監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 牛津高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 20 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 唐津南高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 23 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  教育財産の使用許可をしていないものがあった。 

②  公用車に損傷を与え、損傷年月日及び損傷者等が不明のまま

となっているものがあった。 

 
監査対象機関名 伊万里実業高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 10 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 鹿島高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 31 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  住居手当で返納を要するものがあった。 
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監査対象機関名 嬉野高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 20 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 白石高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 26 日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 多久高等学校 

監査執行年月日 令和７年 10 月 21 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 神埼清明高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 18 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 唐津青翔高等学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 27 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 盲学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月７日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 ろう学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 20 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 金立特別支援学校 

監査執行年月日 令和７年 12 月２日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 
①  就学奨励費について、舎食費の算定回数を誤り過大に支給し

返納を行っているものがあった。 
②  個人事業主への委託料の支払いで、源泉徴収しないまま支出

し、返納させているものがあった。 

 
監査対象機関名 大和特別支援学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 20 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 唐津特別支援学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月５日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 伊万里特別支援学校 

監査執行年月日 令和７年 12 月 22 日 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  扶養手当で返納を要するものがあった。 
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監査対象機関名 うれしの特別支援学校 

監査執行年月日 令和７年 12 月 9 日 

監 査 執 行 者 監査委員  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①   報償費で算定額を誤って支払い、後日追加支払いを行った

が、所得税控除額の算定を誤って支払っているものがあった。 

②  自動口座振替払いの水道料の支払いで、二重払いしているも

の、また、その結果、同日引き落としの電気料の支払いが遅延

しているものがあった。 

 
監査対象機関名 中原特別支援学校 

監査執行年月日 令和７年 11 月 21 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也  指 山 清 範 

監 査 の 結 果  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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・公安委員会所管の警察署 

監査対象機関名 佐賀南警察署 

監査執行年月日 令和７年 11 月 13 日（書面による監査） 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①   スクールサポーター事業について、職員の任用制度が変更さ

れたことで事業費と市からの負担金収入に差額が生じており、

今後の負担金のあり方について検討を要するものがあった。 

    （検討を指示した所属 警察本部） 

 
監査対象機関名 佐賀北警察署 

監査執行年月日 令和７年 11 月 14 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 神埼警察署 

監査執行年月日 令和７年 11 月 17 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 鳥栖警察署 

監査執行年月日 令和７年 12 月 11 日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 小城警察署 

監査執行年月日 令和７年 11 月 18 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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監査対象機関名 唐津警察署 

監査執行年月日 令和７年 12 月５日 

監 査 執 行 者 監査委員  荒 木 敏 也 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  証紙収入報告で誤っているもの（年度を超えるもの）があっ

た。 
 
監査対象機関名 伊万里警察署 

監査執行年月日 令和７年 12 月 22 日 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 武雄警察署 

監査執行年月日 令和７年 12 月３日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 

 
監査対象機関名 白石警察署 

監査執行年月日 令和７年 11 月 25 日（書面による監査） 
監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  荒 木 敏 也  角 貞 樹 

監 査 の 結 果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められたものの、一部に是正又は改善を要するものが見受

けられた。 

①  電気料の支出で遅延しているものがあった。 
 
監査対象機関名 鹿島警察署 

監査執行年月日 令和７年 12 月８日 

監 査 執 行 者 監査委員  原 惣一郎  指 山 清 範 

監 査 の 結 果 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、おおむね

適正と認められた。 
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用語の解説 

用   語 説            明 

 

定 期 監 査 

 

地方自治法 

第 199 条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関

する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る

事業の管理を監査する。 

２ 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要がある

と認めるときは、普通地方公共団体の事務（自治事務

にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属す

る事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあ

っては国の安全を害するおそれがあることその他の

事由により監査委員の監査の対象とすることが適当

でないものとして政令で定めるものを除く。）の執行

について監査をすることができる。この場合におい

て、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

４ 監査委員は、毎会計年度少なくとも１回以上期日を

定めて第１項の規定による監査をしなければならな

い。 

 

 

監査結果の報告 

 

地方自治法 

第 199 条 

９ 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、こ

れを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のあ

る教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは

公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会そ

の他法律に基づく委員会又は委員に提出するととも

に、これを公表しなければならない。 

 

 

調 定 

 

調定とは、地方公共団体の歳入を徴収しようとする

場合において、地方公共団体の長が、その歳入の内容

を調査して、収入金額を決定する行為をいいます。 

 

地方自治法 

第 231 条  普通地方公共団体の歳入を収入するとき

は、政令の定めるところにより、これを調定し、納入

義務者に対して納入の通知をしなければならない。 
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佐賀県財務規則 

第 42 条 収支等命令者は、諸収入金を収入しようと

するときは、次に掲げるところにより区分し、調定

（受入）決議書により徴収の決定（以下「調定」と

いう。）を行わなければならない。 

(1) 次号及び第３号に掲げる収入金以外の収入金

の調定（以下「一般調定」という。） 

(2) 令第 154 条第２項に規定する納入の通知を必要

としない収入金及び同条第３項ただし書に規定

する納入通知書によりがたい収入金の調定（以下

「払込調定」という。） 

(3) 公金振替による収入金の調定（以下「公金振替

調定」という。） 

 

 

支 出 負 担 行 為 

 

 

 

支出負担行為とは、予算に基づいてなされる支出の

原因となる契約その他の行為です。すなわち普通地方

公共団体が、支払いの義務を負う予算の執行の第１段

階の行為をいうもので、次のような決定行為等が含ま

れています。 

 

① 工事、製造等の請負契約又は物品の購入契約のよ

うな債務を負担する行為 

② 補助金の交付の決定行為 

③ 普通地方公共団体の不法行為に基づく損害賠償金

の支出の決定行為 

④ 給与その他の給付の支出の決定行為 

 

地方自治法 

第 232 条 

３  普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約そ

の他の行為（これを支出負担行為という。）は、法令

又は予算の定めるところに従い、これをしなければ

ならない。 
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ホテル等利用確

認 簿      

 

 

「自宅等に宿泊する場合の旅費等について」（平成 18

年 12 月５日 経営支援本部長通知） 

 

1－（2）－ア ホテル等利用確認簿           

    各所属に別記様式による帳簿（ホテル等利用確認       

簿）を備えることとする。 

1－（2）－イ 旅行者  

宿泊を伴う出張を終えた職員は、速やかにホテル       

等利用確認簿の「旅行命令番号」欄から「ホテル等名

称」を記入の上、ホテルの領収書等有料の施設に宿

泊したことを証明する書類を添えて各所属の旅行命

令権者等に提示すること。 

1－（2）－ウ 旅行命令権者等 

旅行者からホテル等利用確認簿及び領収書等の提

示を受けた旅行命令権者等は、当該帳簿と領収書等を

照合の上、「確認印」欄に押印すること。 

 

 

領収証書発行番

号 整 理 簿 

 

 領収証書発行番号整理簿とは、会計管理者又は委任

出納員が発行した領収書綴の、領収証書発行番号、使

用期間、返納の時期等を記帳し、管理する帳票をいい

ます。 

 

佐賀県財務規則 

第 47 条 会計管理者、出納員又は経理員は、納入通知

書等又は返納通知書等によらない諸収入金(マルチ

ペイメントネットワーク及びキャッシュレス決済に

よるものを除く。)を収納したときは、領収証書を納

入義務者に交付しなければならない。 

 

２ 前項の規定により納入義務者に交付する領収証書

は、会計管理者又は委任出納員があらかじめ公印を

押し、領収証書発行番号整理簿に記入した領収証書

でなければならない。 

 

 

職場代表者口座 

 

 

  職場代表者口座とは、職員が互助会費や親睦会費と

して現金加算指定したものを一旦預かり、互助会や親

睦会口座等に振替えるための口座です。 

 

   



 - 37 -

 

資 金 前 渡 

（ 前 渡 資 金 ） 

 

 資金前渡とは、前渡を受けた資金を保管し、自己の

名と責任において正当債権者に支払いをすることをい

います。 

 

地方自治法施行令 

第 161 条 次に掲げる経費については、当該普通地方 

公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その 

資金を当該職員に前渡することができる。 

17 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支 

払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすよう 

な経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 

 

佐賀県財務規則 

第 70 条 令第 161 条第１項第 17 号の規則で定める経 

 費は、次に掲げるものとする。 

(14)  会議、講習会その他これらに類する会合におい 

   て即時支払を必要とする経費 

 

 

緊急用前渡資金 

 

 

 

佐賀県財務規則取扱要領 

第 70 条関係 資金前渡 

５  緊急用前渡資金の取扱い 

（1） 規則第 70 条第２項第３号に基づく緊急時の支払

に備えて常時保有しておく資金（以下、「緊急用前

渡資金」という。） は、突発的な出張用務の際の

駐車料金等、通常の支払では対応できない場合に

備えて資金前渡するものである。よって、緊急用

前渡資金があることを前提に、事前の事務処理を

怠るなどということがないよう注意すること。 

（2） 緊急用前渡資金の対象は、次に掲げる経費に限

定されていることに注意すること。 

ア 報償費 

イ 通行料、駐車料、渡船料及び入場料 

ウ 会議、講習会その他これらに類する会合におい 

 て即時支払を必要とする経費 

エ 即時現金支払いをしなければ契約し難い物品購 

入、運搬、借上げ、役務の提供、会食、物品の修 

理及び物品の処分に要する経費 

オ 自動口座振替の方法により支払う経費（共通費 

 管理システムによる公共料金等支出事務の処理 

に関する規則（平成 19 年佐賀県規則第６号）第  

２条に規定する共通費管理システムにより支出事

務を処理する公共料金等に限る） 
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（3） 緊急用前渡資金の交付は経費の費目ごとに、３

か月を超えない範囲で使用が見込まれる金額で、

全体で３万円を上限とする。ただし、特別の事情

により、会計管理者が必要と認めた場合は、この

限りではない。 

（4） 緊急用前渡資金を前渡される者は、各所属の給

与等の資金を前渡される者と同一の者とし、「共通

経費等」用の預金口座において管理することを原

則とするが、常時即時に支払う必要が認められる

場合 は 手許 保 管 す るこ と がで き る も ので あ るこ

と。なお、資金の出納を現金出納簿に記帳し、他の

職員へ交付する際は、現金出納簿の備考欄に交付

を受けた者の記名を徴しておくこと。この場合、

現金出納簿を電子計算機その他の機器を用いて作

成したときは、領収書を徴し、現金出納簿と共に

毎月編さんすること。 

 

 

財 産 台 帳 

 

 

財産台帳とは、県が保有する土地建物等の公有財産

を管理する帳簿のことで、財務経営システムにより管

理しています。 

 
佐賀県公有財産規則 

第 34 条 財産管理者は、次の各号に掲げる財産につい

て、それぞれ当該各号に掲げる様式により財産台帳

及び履歴台帳を備え、常に財産の状況を明らかにし

ておかなければならない。 

(1) 土地 別記様式第 23 号の１及び様式第 23 号の

２ 

(2) 建物 別記様式第 23 号の３及び様式第 23 号の

４ 

(3) 工作物 別記様式第 23 号の５及び様式第 23 号

の６ 

(4) 立木 別記様式第 23 号の７及び様式第 23 号の

８ 

(5) 船舶及び航空機 別記様式第 23 号の９及び様式

第 23 号の 10 

(6) 用益物権 別記様式第 23 号の 11 及び様式第 23

号の 12 

(7) 無体財産権 別記様式第 23 号の 13 及び様式第

23 号の 14 

(8) 有価証券その他 別記様式第 23 号の 15 及び様

式第 23 号の 16 
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入 札 保 証 金 

 

入札保証金とは、入札に参加しようとする者が見積

る契約金額の 100 分の５以上に相当する金額の保証金

のことをいいます。 

 

地方自治法施行令 

第 167 条の７ 普通地方公共団体は、一般競争入札に

より契約を締結しようとするときは、入札に参加し

ようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で

定める率又は額の入札保証金を納めさせなければな

らない。 

 

佐賀県財務規則 

第 103 条 収支等命令者は、一般競争入札、指名競争

入札及び競り売り（以下「競争」という。）を行うと

きは、競争に参加しようとする者に当該参加しよう

とする者が見積る契約金額の 100 分の５以上に相当

する金額の 入札保 証金を納入 させな ければなら な

い。 

 

 

契 約 保 証 金 

 

 

契約保証金とは、普通地方公共団体が契約する際に、

契約の相手方が、契約上の義務を履行しない場合の損

失の発生に備え、契約締結前に契約の相手方から預か

る保証金をいいます。契約履行後は契約の相手方に返

還され、また、契約上の義務を履行しないときは、当該

普通地方公共団体に帰属することになります。 

 

地方自治法 

第 234 条の２ 普通地方公共団体が契約の相手方をし

て契約保証金を納付させた場合において、契約の相

手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約

保証金（政令の定めるところによりその納付に代え

て提供された担保を含む。）は、当該普通地方公共団

体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は

違約金について契約で別段の定めをしたときは、そ

の定めたところによるものとする。 

 

佐賀県財務規則 

第 115 条 収支等命令者は、契約をするときは、契約

の相手方に対し、当該契約に係る金額の 100 分の 10

以上に相当する額の契約保証金を納付させなければ

ならない。ただし、知事が別に定める場合は、この

限りではない。 
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３  第 1 項の規定にかかわらず、収支等命令者は、

次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金

の全部を免除し、又は一部を減額して契約を締結す

ることができる。 

(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者と

する履行保証保険契約を締結したとき。 

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、

農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年 

勅令第 165 号)第 100 条の３の規定に基づき財務大 

臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結し

たとき。 

(3) 令第 167 条の５第１項及び令第 167 条の 11 第２

項の規定により知事が定める資格を有する者と契約

を締結する場合において、その者が契約を履行しな

いこととなるおそれがないと認められるとき。 

(4) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と

同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去

２年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した

実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行

しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

(5) 法令の規定に基づき延納が認められる場合におい

て、確実な担保が提供されたとき。 

(6) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払

代金が即納されるとき。 

(7) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方

が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

 

 

公 金 振 替 

 

公金振替とは、歳入歳出金、歳入歳出外現金及び基

金について、現金の移動を生ぜず、単に県内部の公金

を振替えることをいいます。 

 

佐賀県財務規則 

第 82 条 収支等命令者は、次に掲げる振替が同一取引

店内で行われる場合に限り、公金の振替の手続を行

うものとする。 

(1) 歳入金と歳出金との振替 

(2) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替 

(3) 歳入歳出金と基金との振替 

(4) 歳入歳出外現金内の振替 
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高校生等奨学給

付 金 

 

授業料以外の教育費（教科書費、教材費、学用品費、

通学用品費、修学旅行費等）の負担を軽減するため、高

校生等（特別支援学校高等部の生徒を除く）がいる非

課税世帯を対象に、支給するものです。（返還不要） 

 

 

備品出納・管理簿 

 

備品出納・管理簿とは、備品の受入、払出、供与、保

管について記録する帳簿です。 
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就 学 奨 励 費 

 

特別支援学校や特別支援学級などに通っている幼

児・児童・生徒の保護者等の経済的負担を軽減するた

め、家庭の経済状況などに応じ、就学のために必要な

経費の一部を補助するものです。 

 

 

証 紙 収 入 報 告 

 

 証紙収入報告とは、かいの長が、証紙により納付さ

れた使用料及び手数料について、当該歳入を主管する

本庁等の各課の長へ報告することをいいます。 

 

佐賀県証紙条例施行規則 

第７条 かいの長は、証紙により納付された使用料及

び手数料について、本庁等の各課が当該使用料及び

手数料に係る歳入を主管する場合は、毎月分の収入

状況について翌月 10 日までに当該本庁等の各課の

長に報告しなければならない。 

 

 

会 計 管 理 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計管理者とは、知事から命じられて、現金や有価

証券、物品等の出納や保管などを行う者をいいます。 

 

地方自治法 

第 168 条  普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 

第 170 条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方

公共団体の会計事務をつかさどる。 

2 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとお 

りである。 

(1） 現金の出納及び保管を行うこと。 

(2） 小切手を振り出すこと。 

(3） 有価証券の出納及び保管を行うこと。 

(4） 物品の出納及び保管（使用中の物品に係る保管 

を除く）を行うこと。 

(5） 現金及び財産の記録管理を行うこと。 

(6） 支出負担行為に関する確認を行うこと。 

(7） 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に 

   提出すること。 

 （注）関係条文を一部抜粋 
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